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学会・役職など

【所属学会など】

全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（J-HOP）、HIP研究会、日本臨床腫瘍薬学会、日本禁煙科学会、

日本緩和医療薬学会、日本在宅医療連合学会、NPO地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク、
日本在宅ホスピス協会、など

【役職】（太文字は現職）

一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（J-HOP）（元副会長、現理事）、宮崎東諸県地域介護認
定審査会（委員）、宮崎県立宮崎西高等学校・同附属中学校（学校薬剤師）、宮崎保健福祉専門学校作業
療法士学科（非常勤講師）、禁煙健康ネット宮崎（世話人）、HIP研究会（理事）、宮崎キュアケアネッ
トワーク（世話人）、公益財団在宅医療助成 勇美記念財団「在宅医療を推進するための会」（委員）（現
職）、日本在宅ホスピス協会（理事）（現職）、一般社団法人日本緩和医療薬学会（理事（2015年～2021
年）、評議員）、みやざきホスピス・緩和ケアネットワーク（幹事）、NPO地域共生を支える医療・介
護・市民全国ネットワーク（理事）（現職）

【日本薬剤師会】

介護保険特別委員会委員、（1999年～2006年）、高齢者・介護保険等検討会委員・委員長（2006年～
2010年）、医療保険委員会介護保険担当委員（2010年～2012年）、地域・在宅医療委員会委員（2012年
～2014年）、地域医療・保健委員会委員（2014年～2016年）



るりこし薬局
相模原市中央区上溝に令和3年4月開局
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るりこし薬局在宅実績

るりこし薬局在宅実績 算定回数 るりこし薬局在宅実績 患者数

医薬品在庫数：約１８００
うちオピオイド：２８薬品
オピオイド使用量961251.65円
（令和3年11月～令和4年6月14日）
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Covid-19と戦う日々



令和４年度
在宅支援薬
剤師専門研
修会Ⅰプロ
グラム

『在宅支援について』

・地域における薬剤師の役割を理解する

・訪問薬剤管理業務を知る

・在宅医療と医療・介護の保険制度を理解する

・地域におけるインフォーマルなサービスを知る

『在宅関連施設について』

・高齢者の在宅生活や在宅医療を支援する

施設を知る

・介護保険関連施設の種類と役割を知る



『在宅支援について』

・地域における薬剤師の役割を理解する

・訪問薬剤管理業務を知る

・在宅医療と医療・介護の保険制度を理解する

・地域におけるインフォーマルなサービスを知る
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在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療保険） 居宅療養管理指導費等（介護保険）

注）在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、対象患者が要介護又は要支援の認定を受けている場合には介護保険扱いと 
なり、認定を受けていない場合には医療保険扱いとなる。

出典）社会医療診療行為別統計及び介護給付費実態調査を基に医療課で作成

（  
万
）

○医療保険における「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定回数は横ばいだが、介護保険における「居宅療養管 理
指導」に係る算定回数は伸びている。全体として薬剤師による在宅薬剤管理は進んでいる。

薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況 中医協 総－５  

３ ． ７ ． １４  
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在宅医療
への対応



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等 
の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）の概要改正の趣旨

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心
して医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の概要

１．医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
(1) 「先駆け審査指定制度※」の法制化、小児の用法用量設定といった特定用途医薬品等への優先審査等

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み

(2) 「条件付き早期承認制度※」の法制化
※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み

(3) 最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさない医薬品等の製造方法等の変更について、事前に厚生労働大臣が確認した計画に沿って変更する場
合に、承認制から届出制に見直し

(4) 継続的な改善・改良が行われる医療機器の特性やＡＩ等による技術革新等に適切に対応する医療機器の承認制度の導入
(5) 適正使用の最新情報を医療現場に速やかに提供するため、添付文書の電子的な方法による提供の原則化
(6) トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表示の義務付け 等

２．住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
(1) 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務 を法制化

薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力義務
(2) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局※の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(3) 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定 等

３．信頼確保のための法令遵守体制等の整備
(1) 許可等業者に対する法令遵守体制の整備（業務監督体制の整備、経営陣と現場責任者の責任の明確化等）の義務付け
(2) 虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設
(3) 国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度（薬監証明制度）の法制化、麻薬取締官等による捜査対象化
(4）医薬品として用いる覚せい剤原料について、医薬品として用いる麻薬と同様、自己の治療目的の携行輸入等の許可制度を導入 等

４．その他
(1) 医薬品等の安全性の確保や危害の発生防止等に関する施策の実施状況を評価・監視する医薬品等行政評価・監視委員会の設置
(2) 科学技術の発展等を踏まえた採血の制限の緩和 等

施行期日

令和２年９月１日（ただし、１ .(3)のうち医薬品及び再生医療等製品について、１ .(5)、２ .(2)及び３ .(1)(2)については令和３年８月１日、１.(67)に

ついては令和４年12月１日、３ .(4)については令和２年４月１日） ７



薬剤師・薬局を取り巻く環境の変化

○ 近年、高齢化が進展し、新薬等の開発が進む中、多剤投与による副作用の懸念の高まり、薬物療法において特に副作用に注意
を 要する疾病（がん、糖尿病等）を有する患者の外来治療へのシフトなどが見られる。

○ 医療機関の機能分化、在宅医療や施設・居住系介護サービスの需要増等が進展する中で、患者が地域で様々な療養環境（入 
院、外来、在宅医療、介護施設など）を移行するケースが増加している。

○ 薬剤師・薬局は、このような状況の変化に対応し、地域包括ケアシステムを担う一員として、医療機関等の関係機関と連携しつつ、そ 
の専門性を発揮し、患者に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たすことが求められている。

地域包括ケアシステムの姿
病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護
病院：
急性期、回復期、慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院 ・歯科医療

・薬局

住まい 
■ 在宅系サービス

■ 施設・居住系サービス

・自宅

・地域包括支援センター ・サービス付き高齢者向け住宅等

・ケアマネジャー

老人クラブ・自治会・ボランティア・N P O  等

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

多剤投与の実態
・80歳以上の患者の７割超が、６種類以上の薬を服用。

<１日当たり使用している薬（定期的に医療機関に行って処方してもらっている薬がある患者）>

0.8 3.9

80歳以上 8.9 7.8 11.3 61.5 3.9

1.9

0 %  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  100%

1種類 2種類 3種類 4種類 5種類 6種類 7種類以上 無回答

（診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(H29かかりつけ薬剤師調査)速報値より）

外来で治療を受けるがん患者数の増加

・外来で治療を受けるがん患者は、入院で治療を受けるがん患者の約1.5倍。

<調査日に受療したがん患者の推計数>

2
（万人)
0

外来
18.36

15 
入院

12.61

10   
H8   H11 H17 H23 H29

（平成29年患者調査より） ８





薬剤師の業務に関する規定の見直し －対人業務の充実－

●調剤後に患者情報を継続的に把握する取組を行っていて良かったこ
と

処方内容のチェック（重複投与・飲み合わせ）、処方
提案

調剤時の情報提供、服薬指導

調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況等の把握

服薬状況等の処方医等へのフィードバ
ック

在宅訪問での薬学的管理

主な対人業務

処方箋受取・保存

調製(秤量、混合、一包化)  

薬袋の作成

監査（交付する薬剤の最終チェック） 

薬剤交付

在庫管理

主な対物業務

1.4

1.7

0.6

32.6

82.6

72.9

43.5

その他

特に良かったことはな
い

無回答

次回の処方内容が変更になった

残薬解消につながっ
た

患者の服薬状況に応じて、飲み方の工夫など
を 指導し、アドヒアランスが向上した

副作用の早期発見ができ
た

0 20 40 60 80 100

（平成30年度「かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査」の薬局調査より）

（複数回答可）

（有効回答数：1940件） ％

調剤時に加えて、調剤後の服薬指導、継続的な服
薬状況等の把握も義務として規定

努力義務として規定
（医療法においても、医師から薬剤師等に対して同様の規定あり
）

９





○薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認められる薬局 
について、都道府県の認定により名称表示を可能とする。（都道府県知事の認定、1年ごとの更新）

・入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と

連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局（地域連携薬局）

・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して 

対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

地域連携薬局 専門医療機関連携薬局

診療所

介護施設

在宅訪問

医療機関

（入院施設
）

他薬局

地域連携薬局

患者宅

他医療提供施設
と 情報連携

入退院時における
患者の服薬状況等の

情報連携

特定の機能を有する薬局の認定

〔主な要件〕
・関係機関との情報共有（入院時の持参薬情報の医療機関への提供、退院時カ 
ンファレンスへの参加等）
・夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参画
・地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置
・在宅医療への対応（麻薬調剤の対応等） 等

〔主な要件〕
・関係機関との情報共有（専門医療機関との治療方針等の共有、患者が利 
用する地域連携薬局等との服薬情報の共有等）
・学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置 等

＜専門性の認定を行う団体＞
●日本医療薬学会（地域薬学ケア専門薬剤師（がん））
●日本臨床腫瘍薬学会（外来がん治療専門薬剤師）

患者のための薬局ビジョンの
「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応

患者のための薬局ビジョンの
「高度薬学管理機能」に対応

がん等の専門医療機
関

専門医療機関  

連携薬局

がん等の専門医療機関 

と治療方針等の共有

診療所病院

情報連携

がん等の専門医療以外の医療の場

他薬局

※傷病の区分ごとに認定

（現在規定している区分は「がん」
）
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第11回薬剤師の養成及び資質向上等 
に関する検討会 資料１

改
令和４年１月20日



地域連携薬局の基準

●地域連携薬局：入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局

第11回薬剤師の養成及び資質向上等 
に関する検討会 資料

１ 
改

令和４年１月20日

法律 基準

１ 構造設備が、利用者の心身の状況に配慮す
る観 点から必要なものとして厚生労働省令で
定める基 準に適合するものであること。

利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
○利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口
等 及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置

○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造

２ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報
を他の医療提供施設と共有する体制が、厚
生労 働省令で定める基準に適合するものである
こと。

多職種との連携体制
（病院・診療所・訪問看護事業者、介護施設等）

地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
○地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等
の使 用情報について随時報告・連絡できる体制の整備

○地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等
の使 用情報について報告・連絡を行った実績（月平均30回以上の報告・連絡の実績
）

○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の
整備

３ 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するため 
の調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与
の業 務を行う体制が、厚生労働省令で定める基
準に 適合するものであること。

地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤等を提供する体制
○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 無菌製剤処理を実施できる体制の整備（他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤
処理を実施する体制を含む。）

○ 医療安全対策の実施
○ 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
○薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する
研 修又はこれに準ずる研修の計画的な実施

○ 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績

４ 居宅等における調剤並びに情報の提供及び
薬学 的知見に基づく指導を行う体制が、厚生
労働省 令で定める基準に適合するものであるこ
と。

在宅医療に必要な対応ができる体制
○ 在宅医療に関する取組の実績（月平均２回以上の実績）
○高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材2料6 
の 提供体制
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薬局の在宅医療への参加状況と体制
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⚫ 薬局は地域連携薬局の認定の有無に関わらず在宅医療に取り組んでいるが、地域連携薬局は勤務している薬剤師数 
や処方箋受付枚数が多いことから、在宅患者に係る処方箋をより多く応需している。
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資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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薬局における医薬品・医療機器等の提供体制
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⚫ 薬局は1000品目以上の医療用医薬品を備蓄し、薬物療法に必要な医薬品を速やかに患者に提供する体制を整備している。また、薬局に在 
庫がない特殊な医薬品等の処方箋を応需した場合、近隣の薬局と協力し合い、当該医薬品を他の薬局から譲受して調剤している。

⚫ 悪性腫瘍の疼痛緩和に用いられる医療用麻薬についても多くの薬局で調剤の実績がある。
⚫ さらに、薬局は医薬品だけでなく、医療機器や衛生材料の提供も行っている。
⚫ 地域連携薬局はこれら医薬品・医療機器等の提供に関する実績が多く、地域の医薬品・医療機器等の提供に関して特に重要な役割を果たし
ている。
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資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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薬局による多職種との情報連携
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⚫薬局は薬物療法の質の向上と安全性の担保のため、医療機関からの求めの有無にかかわらず、服薬状況等の情報提供を積 
極的に行っている。また、退院時には、在宅医療を担う医師や看護師、介護職員等と連携体制を構築するため、薬局は退 
院時カンファレンスにも参加している。

⚫地 域連携薬局は医療機関への情報提供や退院時カンファレンスへの参加、訪問看護事業所との連携体制構築を積極的に実 
施し、在宅患者の薬物療法の質向上に大きく貢献している。
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医療機関への服薬状況等の情報提供

地域連携薬局
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退院時カンファレンスへの参加

資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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薬局の急変時の対応体制、ターミナルケアへの参加
⚫多くの薬局において24時間対応が可能な体制が整備されている。
⚫人生の最終段階（終末期）の患者への訪問薬剤管理指導や、患者・家族等との話し合いの場に薬局の薬剤師は参加し て
いる。

⚫特に地域連携薬局においては24時間対応が可能な体制が整備され、ターミナルケアにも積極的に参加している。

話し合いの場への参加実績

それ以外の薬局

n = 215
＊2021年９月～2022年２月の６か月間の実績。

人生の最終段階（終末期）の患者の在宅医療への

参加状況
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資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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地域連携薬局数

北海道 ７９ 東京都 ５２４ 滋賀県 ３３ 徳島県 １２

青森県 ２０ 神奈川県 ２２０ 京都府 ６４ 香川県 ２５

岩手県 １８ 新潟県 ４１ 大阪府 １９８ 愛媛県 ２７

宮城県 ５４ 山梨県 ９ 兵庫県 １０６ 高知県 １１

秋田県 ６ 長野県 ２０ 奈良県 ２３ 福岡県 ９０

山形県 １６ 富山県 ２２ 和歌山県 １３ 佐賀県 ８

福島県 ３９ 石川県 ３４ 鳥取県 １７ 長崎県 １１

茨城県 １０７ 岐阜県 ２０ 島根県 １１ 熊本県 ３０

栃木県 ４３ 静岡県 ６２ 岡山県 ４４ 大分県 ２０

群馬県 ２９ 愛知県 ９７ 広島県 ６９ 宮崎県 １５

埼玉県 １７４ 三重県 ４０ 山口県 ２０ 鹿児島県 ２８

千葉県 １３５ 福井県 ９ 沖縄県 ３

全数 ２,６９６（令和４年５月３１日時点）

31地域連携薬局数：医薬・生活衛生局 総務課調べ 
全国の薬局数：令和２年度衛生行政報告例

参考：全国の薬局数 約6.1万



小括

22

⚫薬局は在宅患者への薬物療法の提供において、医薬品等の提
供体制整備や多職種との情報連携、急変時対応、さらにター
ミナルケアに積極的に参加している。
⚫令和元年の薬機法改正により導入された地域連携薬局の認定
件数は全国で約2700（令和４年５月31日時点）である。

⚫今後増加する在宅医療の需要に応えるためにも、地域連携薬
局を含めた多くの薬局に在宅医療の
積極的な参加が望まれる。















































医療DX→薬局DXが期待されている







オンライン服薬指導（概要）

外来患者へのオンライン服薬指導 在宅患者へのオンライン服薬指導

○ 薬機法の改正により実施可能となるオンライン服薬指導には、①オンライン診療時の処方箋に基づく服
薬指導と、②在宅訪問診療時の処方箋に基づく服薬指導に分かれる。

① 対面服薬指導を行ったことのある患者
② 当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤＊

③ オンライン診療による処方箋に基づき調剤

① 患家で対面服薬指導を行ったことがある患者
② 同左
③ 訪問診療による処方箋に基づき調剤

④ 原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導を実施すること
⑤ 服薬指導計画を策定すること（主な内容は以下のア～エ）
ア 取り扱う薬剤の種類（当該患者に対面で服薬指導したことのある処方箋薬剤又はそれに準じる処方箋薬剤
であること）、授受の方法
イ オンラインと対面との組合せ
ウ 実施できない場合の規定（実施しないと判断する場合の基準など）  
エ 緊急時対応方針（医療機関との連絡、搬送）

＊後発品への切り替えなど同一内容と見なせる場合を含
む

【その他の要件等】
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改正薬機法によるオンライン服薬指導（9/1施行） R２ .4.10事務連絡の取扱い

（参考）通常の取扱いと新型コロナ時限的・特例的な取扱いの主な比較

薬剤師
✓原則として同一の薬剤師がオンライン服薬 
指導を実施

✓かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住
地 にある薬局により行われることが望ま
しい

処方箋
✓オンライン診療又は訪問診療を行った際に 
交付した処方箋

✓どの診療の処方箋でも可能（オンライン
診 療又は訪問診療を行った際に交付した
処 方箋に限られない）

調剤の 
取扱い

✓処方箋原本に基づく調剤（処方箋原本の 
到着が必要。）

✓医療機関からファクシミリ等で送付され
た処 方箋情報により調剤可能（処方箋原
本は 医療機関から薬局に事後送付）

薬剤の 
種類

✓これまで処方されていた薬剤又はこれに準じ 
る薬剤（後発品への切り替え等を含む。）

✓原則として全ての薬剤（手技が必要な薬 

剤については、薬剤師が適切と判断した
場 合に限る。）

通信 
方法

✓映像及び音声による対応（音声のみは不
可）

✓電話（音声のみ）でも可

実施
方法

✓初回は対面（オンライン服薬指導不可）
✓（継続して処方される場合）オンラインと
対面を組み合わせて実施

✓初回でも、薬剤師の判断により、電話・オン
ライン服薬指導の実施が可能

１２

アフターコ
ロナでどう
なるか？



薬機法等の一部を改正する法律

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

（医薬関係者の責務） 
第一条の五
２ 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又
は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他
の医療提供施設（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の二第二項に規定する医療提供施設
をいう。以下同じ。）において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、
医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

３ 薬局開設者は、医薬品の使用者等の療養に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、前項の医
薬品の使用者等の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の他の医療提供施設において診療又は調剤に従事す
る医師若しくは歯科医師又は薬剤師への提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。

（定義） 
第二条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に
必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所（その開設者が併せ行う医薬品の販売業
に 必要な場所を含む。）をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

【改正前】 第二条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所（その開設者が医薬品の販 
売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。）をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動 
物診療施設の調剤所を除く。
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薬物療法に関する連携（イメージ
）
○安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療・介護サービスを提供する上で、患者の薬物療法に関しても、有
効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるようにすることが必要。
○このため、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれ 
に基づく指導を実施することが求められる。

・持参薬の確認
・入院前の服薬状況等の患者情報の確 
認
・外来・在宅医療に関わる医師・薬剤 
師等との連携
・入院時の処方の検討

・退院時処方の検討（在宅医療の場合 
は薬物療法に必要な医療材料・衛生 
材料も含む）
・入院中の服薬状況等の患者情報の伝 
達
・退院後に外来・在宅医療に関わる医 
師、薬剤師、看護師、介護関係者等 
との連携

・病棟での薬学的管理・指導
・医師、薬剤師、看護師等のチーム医 
療での連携
・転棟や転院時における服薬状況等の 
患者情報の関係者間での共有

・複数診療科受診時も含む、服薬情報 
の一元的・継続的な把握とそれに基 
づく薬学的管理・指導
・医師・薬剤師等の連携
・入院や在宅医療に移行する際の服薬
状況等の患者情報の提供

・在宅医療における薬学的管理・指導
・医師、薬剤師、看護師、介護関係者 
間での連携
・入院や外来に移行する際の服薬状況 
等の患者情報の提供

入院時

在宅・介護施設
外来

退院時入院

第４回医薬品医療機器制度部会
（平成30年７月５日 ）資料１より

２３



ケアマネジャー等

医療機関
医師・薬剤師

薬局・薬剤師

訪問看護師等

クリニック医師

退院時に
「薬剤管理情報提供書」
を薬局に提供

地域包括ケア

職種間の相談等
に活用

入院時の具体的な服薬管理の情報が把握でき、より効果的な服薬指導の継続的な実施につながったほか、関係職種と連携する上 
で、相談等に応じる際にこれらの情報を活用できた。

（参考：事業報告書のアンケートより抜粋）
・継続した投薬管理指導が受けられるので安心できる。（患者）
・来局時の患者からの自己申告ではなく、服薬の理解度の実態などが分かる。（薬局）
・退院後、服薬管理をする際に必要な情報や入院以前からの薬物アレルギーについて詳しく伝達できることができる。（医療機関（薬剤部））

適切な薬学的
管理・指導に活用

① 入院病名や治療経過
② 退院時処方
③ 検査値
④ 服薬管理についての情
報

⑤ 日常生活面のこと、他職種の連絡先な
ど

✓ 薬は誰が管理しているか
✓ 薬物治療への理解や不安をお持ちでないか
✓ 剤型は、PTPシートのままで良いか、一包化
や 粉砕が必要か

✓ 過去の薬でのアレルギーはないか
✓ 服用や使用にあたっての介助の必要性
✓ 薬局の薬剤師への依頼事項 ・・・など

患者が退院した後、引き続き地域の薬局におい 
て安心して調剤や訪問薬剤管理等を受けられ 
るよう、必要となる情報を提供する。

薬剤管理情報提供書※における項目
※事前に医療機関と薬局等の関係者で作成

（２）③ 地域における医薬品提供体制を確保するための薬局の体制整
備退院時における患者の薬剤管理情報の共有

事業効果

第４回医薬品医療機器制度部会
（平成30年７月５日 ）資料１より

※平成29年度患者のための薬局ビジョン推進事業（大阪府） ２
４



医療機関

分担試行④地域薬局間の協力体制

分担試行③専門的な薬局の在り方

分担試行②多職種との情報共有

分担試行①服薬状況等の 
継続的なフォローアップ

薬局薬剤師

薬局間の情報共有（休局等で代理対応があった場合 
の情報提供依頼～薬歴管理など）の仕組みについて 
検討を図る。（①③の内容とも横断整理）

診療所医師

ケアマネジャー
等

専門的な薬局

入院時 情報共有シート

かかりつけ薬剤師・薬局において、 
入院前段階の服用薬の整理等を行い、 
服薬状況等を情報提供
※医療機関との調整でQ R コード等の活用も検討

（病院の持参薬確認までに実施する）

特定機能病院等の病院薬剤部との協議を中心に、他の 
地域の薬局への患者紹介を含めたシミュレーション整 
理を図る。

患者同意の手段（電話、メール、 
アプリ等）と頻度で服薬状況を 
確認し、患者評価等を調査する。

７地域

４地域

服薬情報の集約管理及びフィードバックの手法
について、基本的なフローを検討・提案する。

疾病の種類等による特徴を分類し、
基本的な対応フローを検討・提案する

６地域

２地域+１

退院時の「情報共有シート」の内容には、 
かかりつけ医、在宅医療の関係職種等に 
とっても有益な内容が含まれると推察され 
るため、伝達すべき内容や手法の検討を 
実施する。

職種毎のニーズの特徴を整理し、伝達手段 
の長短所とともに、基本的な対応フローを 
検討・提案する。

普遍的なこととして整理（一部は実証）できることを 
基本的なフローとして検討・提案する。

相互の専門性の補完や理解を深めるため、
医療機関と薬局間で相互研修を実施する。
• 情報共有方法の運用に関すること
• 互いの業務に同行（薬局薬剤師による病棟業務、逆に 

病院薬剤師が在宅訪問業務等）

退院時 情報共有シート

かかりつけ薬剤師・薬局へ、退院後
の服薬指導に必要な情報を提供

相互研修

令和元年度薬局の連携体制整備のための検討モデル事業

令和元年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協 
議会（令和2年2月3日）大阪府薬剤師会資料より

２６



【平成30年度 薬局ビジョン推進事業 】

「おくすり整理そうだんバッグ」「入院準備連絡票」
「薬剤管理サマリー」を活用した入退院時における薬薬連携事業

《入院時》

《退院時》

②病院
薬局に「入院準備連絡票」をファックスする

もしくは薬・バッグと一緒に患者さんから薬局へ渡していただく。

①病院
「おくすり整理そうだんバッ 

グ」を患者さんに渡す。

③患者さん
「おくすり整理そうだんバッグ」 
に入院時に持参予定の薬を入れ
薬局に持ち込む

④薬局
「入院準備連絡票」の情報を 

もとに持参予定の薬を整理し「お 
くすり整理そうだんバッグに入 
れ、「入院準備連絡票」の返書と 
ともにを患者さんに渡す。

⑤患者
「おくすり整理そうだんバッグ」
持って入院。

⑥病院
「薬剤管理サマリー」を
患者さんから薬局へ渡していただく。

３１

令和元年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協 
議会（令和2年2月3日）鹿児島県資料より



入退院時の連携のパターン

在宅・外来 急性期 慢性期 在宅・外来

入 
口

入
院

出 
口

退
院

転院等により、入院した医療機関とは 
別の医療機関から退院することもあり、 

連携パターンはさまざま

令和元年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協
議会（令和2年2月3日）鹿児島県資料より

３６







令和3年介護報酬改定で
薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件として
介護支援専門員等への情報提供について

明確化された。



区分 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

１ 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(１) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開

設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導（以下「訪問薬剤管理指導」という。）を行う旨を地方厚生（支）局長に届け出た保険薬局の

薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤管

状況及び残薬の有無の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った

場合に算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管

理指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助け

を借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考えられるため、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(２) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居

住する建築物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が３以下の認知症対容

応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者

の人数とみなすことができる。

(３) 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいう。

ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」（平成 20 年厚生労働省告示第 128 号）、

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（平成 18 年３月 31 日保医発第 0331002 号）等に規定する場合を除き、

患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医療機関

若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。

在宅患者訪問薬剤管理指導の算定要件の整理



平成28年度診療報酬改定

対象項目

・在宅患者訪問診療料
・在宅時医学総合管理料（在総管）
・特定施設入居時等医学総合管理料（特医総管）

等

改定後 同一建物居住者の場合 単一建物診療患者の人数

対象項目 ・在宅患者訪問診療料

等

・在宅時医学総合管理料（在総管）
・施設入居時等医学総合管理料（施設総管）

定義

当該建築物に居住する複数の者に対して
、 保険医療機関の保険医が同一日に訪問診
療

を行う場合を、「同一建物居住者の場合

」 という。

単一建物診療患者の人数とは、当該患者が
居 住する建築物に居住する者のうち、当該保
険医 療機関が在総管又は施設総管を算定する
者の人数 をいう。（※）

（※） 単一建物診療患者の人数の算出には以下の例外がある。
１つの患家に同居する同一世帯の患者が２人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者数が１人の場合」を算定する。
在総管について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者数が、当該建築物の戸数の10％以下の場合及 
び当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者が２人以下の場合には、それぞれ「単一建 
物診療患者が１人の場合」を算定する。
ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護の対象施設については、それぞれのユニットにおいて、施設総管（平成２９年３月
ま では在総管を含む。 ）を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなす。 5

中医協  総－ ３
２９． １． １１

参考：「同一建物居住者の場合」及び「単一建物診療患者の人数」の取扱い

現行 同一建物居住者の場合

例外規定



同一建物と単一建物
単一建物居住者の人数について①
・居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月の利用者数を「単一建物居住者の人数」という。
・単一建物居住者の人数は、同一月における以下の利用者の人数をいう。

ア・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・マンションなどの集合住宅等入居又は入所している利用者

単一建物居住者の人数について②
イ・（介護予防）小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る）
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護
・複合型サービス（宿泊サービスに限る）などのサービスを受けている利用者
ただし、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活居宅療養管理指導を

算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなすことができる。

例単一建物居住者の人数
①有料老人ホームの入居者で利用者が5人いる場合

単一建物居住者2人以上9人以下の場合の区分で算定
②ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所の場合

単一建物でAユニット利用者2人、Bユニット利用者1人
Aユニットの2人は単一建物居住者2人以上9人以下の場合の区分で算定
Bユニットの利用者1人は単一居住者1人の場合の区分で算定 （出展：厚労省中医協 総―３ ２９．１．１１及び福岡県介護保険サービス事業者令和

2 年度集団指導指導資料別冊居宅療養管理指導（薬剤師）より） 



同一建物と単一建物
単一建物居住者人数について③

「単一建物居住者1人の場合」を算定する特例」
・１つの居宅に対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合
・当該建築物において当該事業所の利用者数が、当該建築物の戸数の１０％以下の場合
・当該建築物の戸数が20戸未満であって当該事業所の利用者が2人以下の場合

例「単一建物居住者1人の場合」を算定する特例」
①戸建 夫婦で居住し夫婦とも利用者でそれぞれ算定する場合

単一建物居住者1人の場合の区分で算定

②マンション 戸数30戸 利用者3人
利用者数3人÷マンション戸数30戸×１００＝１０％
単一建築物居住者1人の場合の区分で算定

③マンション 戸数18戸 利用者2人
利用者数２÷マンション戸数18戸×１００＝１１％
建築物が20戸未満なので単一建物居住者1人の場合の区分で算定



同一建物と単一建物
単一建物居住者の人数について④

単一建物の人数が変更になった場合の算定（平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.４）
・利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住者が減少する場合は、当月に実施する当初の予
定の人数に応じた区分で算定する

例 同一建築物で当初10人の利用者⇒月途中で1名死亡となった場合⇒当初の人数10名以上の区分で請求

・利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で人数が増加する場合は、
①当月に実施する予定の利用者については当初の予定人数に応じた区分で算定する
②当月に転居してきた等の利用者については当該転居してきた利用者を含めた,転居時点における全利用者
数におうじた区分で算定する

例 当初9人の利用者⇒月途中で1名転入した場合⇒①当初の9名は2~9人の区分②転入した1名は10人以上
の区分で算定する

・転居や死亡等の事由については診療録等に記載する事⇒薬歴に記載する



同一建物と単一建物
その他例

・１つのマンションで２~8階がマンション、1階にグループホームがあり②ユニットで、グループホームのA
ユニットに2人、Bユニットに1人訪問の場合

Aユニットの2人は単一建物居住者2人以上9人以下の場合の区分で算定
Bユニットの1人は単一建物居住者1人の場合で算定

・１つのマンションで２階がマンション、1階がグループホーム（2ユニット）があり、2階のマンションに
利用者7人、1階のグループホームAユニット2人Bユニット1人の場合
2階のマンション利用者＋グループホーム利用者3人＝総数10人 になるので、単一建物居住者10人以上の
場合の区分で、マンション利用者もグループホーム利用者も算定する

・１つのマンションで2階に同居する同一世帯2人と1階に同居する同一世帯2人の場合
1階の利用者2人＋2階の利用者2人＝4人 単一建物居住者2人以上9人以下の場合の区分で算定

・１つのマンションで2階に1人の世帯8人と1階に同居する同一世帯2人の場合
1階の利用者2人＋2階の利用者8人＝10人 単一建物居住者10人以上の場合の区分で算定

以上の様に考え、複雑ですがケースバイケースで対応する事が必要になります。





地域における薬局の機能

４Access＆Hub
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First  Access
• 健康相談

• トリアージ

• 医療機関紹介

• OTC販売

• 衛生材料販売

• 医療器具・医療用具販売

• 介護用品販売

• 生活雑貨販売

• 認知症早期発見

街のくすりやさん・
街の科学者機能
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Last  Access
• 処方せん調剤

• 疑義紹介

• 医薬品適正使用

• 副作用モニター

• 重複服用確認

• 残薬確認

• 剤型工夫

医療の担い手機能
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医薬分業に対する反省

• 医薬分業推進により薬局業務は調剤業務が中心になっ
て行った。

• ドラッグストアが拡大し、街中薬局は調剤業務中心ま
たは廃業となった。

• 調剤業務は、処方せんを受け付ける“受け身業務”で、
能動的な業務を行わなくなっていった

• 狭義の調剤業務（処方せんの通り薬を揃える）は薬学
的専門知識を用いなくても行えてしまう

• 病院業務を経験しない薬剤師が増加し、多職種連携を
苦手とする薬剤師が増えてしまった

• いわゆる門前薬局が増えてしまい、地域より目前の医
療機関にしか目が行かなくなってしまった
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Team Access
• 在宅医療

• 訪問薬剤管理指導

• 居宅療養管理指導

多職種との協同戦略機能
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保険処方箋
ではない



医療材料・衛生材料の流れ

支払基金

処
方
箋
指
示

請
求

指
示請

求

必要量・実績報
告

請
求

実費請求

医療材料・衛生材料供給

医療材料・衛生材料供給

医療材料・衛生材料供給

訪
問

必要品目注文

①処方箋による特定医療材料 ②医療機関指示による供給 ③患者実費による供給

医療機関訪問看護ステーション

保険薬局患者



①処方箋による特定医療材料

②医療機関指示による供給

③患者実費による供給

特定医療材料なので保険請求する

本来は、医療機関から供給するのが原則だが、
医療機関の在庫等の問題でやむなく薬局から供
給する。
当然、請求は薬局から医療機関になる。
医療機関は管理料として患者から算定している。

患者の希望で、医療機関からの供給では不足したり、
患者の都合で使用する医療材料・衛生材料。
患者に実費請求



Social Access
• 学校薬剤師

• 公衆衛生

• 禁煙支援

• 薬物乱用防止

• ドーピング防止（スポーツファーマシスト）

• 災害対策

• 健康祭り

• お薬相談

地域の社会的機能 74



薬局の役割
～地域の健康ステーションとして～

薬局 処方箋
調剤

OTC
販売

健康
相談

在宅
医療

介護
相談

認知症
早期発
見

公衆
衛生

生活
相談

居宅・
施設・
住居相
談

医療

予防

生活

住い

介護

学校
薬剤師

介護
用品
販売

地域ケア会議に参加

ファーストアクセス

ソーシャルアクセス

チ
ー
ム
ア
ク
セ
ス

ラ
ス
ト
ア
ク
セ
ス

災害
体制

薬物
乱用
防止
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介護予防
～薬局から情報の発信・早期発見～



新潟市
HPより







『在宅支援について』

・地域における薬剤師の役割を理解する

・訪問薬剤管理業務を知る

・在宅医療と医療・介護の保険制度を理解する

・地域におけるインフォーマルなサービスを知る



在宅で、何をするの？
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薬剤師の在宅医療は、宅配業者ではない！





そのために行うこと

【１】服薬状況が悪い場合、その理由を探り、改善
のための対策を行う。（服薬支援）

【２】薬が患者さんの病状、ADL、そしてQOLに悪
い影響を与えていないかアセスメントする。

薬剤師が関与し、
患者にきちんと服薬していただくことにより

患者の病状、ADL、そしてQOLを
改善または維持する。

在宅療養における薬剤師の役割
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飲まない（飲めない）理由 対応策

①薬の整理がつかなくなったため、飲めない。
残薬や併用薬を、重複や相互作用、併用禁忌な
どに留意しながら整理する。

②何の薬か理解していないため、飲まない。
薬効を理解できるまで説明。および、その理解を
助けるための服薬支援をする。

③薬の副作用が怖いため、飲まない
副作用について、恐怖心をとりつつ対応策を話し
合い、納得して服薬できるようにする。

④特に体調が悪くないため、飲まない。（自己
調整）

基本的な病識や薬識を再度説明し、服用意義を
理解してもらう。 

⑤錠剤、カプセル、または散剤が飲めない。
患者ごとの適切な服用形態の選択と医師への提
案。嚥下ゼリー、オブラート、簡易懸濁法などの導
入提案。

【１】服薬状況が悪い場合、その理由を探り、
改善のための対策を行う。（服薬支援）
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余った薬（残薬）や併用薬が多数あることにより、
整理がつかず、結果的に服薬状況が悪くなる。

まずは残薬整理
残薬整理における留意事項
○薬の重複、相互作用、併用禁忌、一包化した場合の吸
湿性の有無をチェック。
○直射日光、高温、多湿を避けるなど保管場所、保管方法
の適切化。
○患者の状態と能力に応じた管理方法を模索。

① 薬の整理がつかなくなったため、飲めない

対応策
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【対応】
処方医に疑義照会を行い、Ａ病院、Ｂ診療
所両方の処方薬を合わせて一包化し整理。
これにより服用状況も改善。

患者Ａさん（女性）

複数科を受診。多剤服用。訪問介護員は入っ
ているが、薬は自己管理にて整理がつかない
状態。

Ａ病院（心療内科） 処方薬 7種類

Ｂ診療所（内科） 処方薬 4種類

在宅訪問時に驚くほどの飲み残し
が出てくることは多い。

残薬整理は訪問初期段階の最重
要課題。

残薬の確認と整理の実例 （長野県薬剤師会 事例）
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※ポイント
患者の残存能力を考慮すること。過剰な
服薬支援は能力を落とす場合もある。

ホワイトボードと磁石

ピルケース

ティッシュ箱に仕切りを
入れて手製のピルケー
ス作成

一包化

投薬カレンダー

個々の患者の能力に応じた薬の管理方法 例

88



89



90



薬効を理解できるまで説明、および
その理解を助けるための服薬支援をする。

患者さんが理解して飲むことが鍵である。

コンプライアンスよりもアドヒアランス※の向上を意識する。

※アドヒアランス：患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること。 

従来からあるコンプライアンスの概念は、「医療関係者の指示に患者がどの程度従うか」というも
のである。そのためノンコンプライアンスは「患者が指示に従わない」という問題であるとされていた。
しかし医療現場では、医療関係者と患者の主従関係ではなく、患者自身の治療への積極的な参加
（執着心：adherence)が治療成功の鍵であるというアドヒアランスの概念が生まれた。

良好なアドヒアランスの形成には、治療内容、患者側因子、医療者側因子、患者・医療者の相互
関係等が影響する点で、コンプライアンスと大きく異なる。例えば服薬のアドヒアランスを良好に維
持するためには、その治療法は患者にとって実行可能か、服薬を妨げる因子があるとすればそれ
は何か、それを解決するためには何が必要かなどを医療者が患者とともに考え、相談の上決定し
ていく必要がある。（参考：日本薬学会ホームページ）

②何の薬か理解していないため、飲まない

対応策
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【73歳 男性 独居】

脳梗塞を発症し、右側片麻痺あり。器質性人格障害、高血圧など既往歴あり。

散剤より錠剤の方が服薬しやすいが、大きい錠剤は服薬しにくい。

睡眠剤と安定剤は服薬できているが、それ以外の薬は興味がなく、ほとんど服薬で
きていない。

問題点１）右側片麻痺

→片麻痺でも取りやすいように分包。

問題点２）大きい錠剤は服薬しにくい

→大き目の錠剤は飲みやすいように半割。

問題点３）興味のある薬しか服薬しない

→「興味がない」のではなくて、「何の薬かわからない」のではないか？と考え、
興味を持ってもらえるように、薬の服薬方法と薬効が一目で分かるように分類。

次ページ写真参照

問題点の整理と対策

理解を助ける服薬支援の実例 （神奈川 K薬局事例）
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薬の服用方法と薬効が

一目で分かるように分類

（神奈川 K薬局 提供写真）

【結果】

服用状況が劇的に改善。

新規の薬も日数分全て服用。

「何の薬か、いつ飲むのかが一目で
わかるので、これなら薬を飲むことが
できる。」（患者コメント）

※介護支援専門員からも感謝の言葉

→このあと、「担当者会議」への出席要請が
あった。（信頼の獲得）

結果

理解を助ける服薬支援の実例（続き）
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副作用への恐怖心を軽減するために、患者さ
んと話し合い、納得して服薬できるようにする。

基本的な病識や薬識を再度説明し、服薬意義
を理解してもらう。

③薬の副作用が怖いため、飲まない

④特に体調が悪くないため飲まない（自己調
整）

対応策

対応策
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散剤
細粒剤
水剤
外用剤
注射剤

速崩壊性薬剤

とろみ添加
栄養補助食品

服薬補助ゼリー
水分補給ゼリー

経皮吸収型薬剤

簡易懸濁法

服薬指導

錠剤粉砕

嚥下能力

適切な剤形の検討

理解力
（服薬拒否等）

服薬介助検討

身体能力

ゼリー製剤

服薬に関する因子を評価し、患者さんごとの適切な服薬形態の選択と医師への提案する。嚥下ゼリー、オブ
ラート、簡易懸濁法などの導入も検討課題となる。

対応策

⑤錠剤、カプセル、または散剤が飲めない

鳴門山上病院診療協力部長 賀勢泰子氏作成を一部改変
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経腸栄養と静脈栄養の分類



経腸栄養剤の分類
半消化態
窒素源がタンパク質のままで保たれているものを半消化態と言い、吸収に際しては
消化が必要となる。炭水化物、タンパク質、脂肪、食物繊維、ビタミンが接種可能
エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ラコールNF配合経腸用液が該当する。

消化管機能が保たれている人でないと吸収できないが、浸透圧がそれほど高くない
ので下痢を起こしにくいし、味も悪くはない。（他の経腸栄養剤と比較して）

消化態
窒素源が分解され低分子ペプチドとアミノ酸の混合状態になっているもの

低分子ペプチドはそのまま小腸から吸収される経路があり、少しの消化でアミノ酸単
位まで分解され、吸収される。消化しにくいため、消化管に負担をかける食物繊維は
含まれない。ツインラインNF経腸用液やアミノレバンEN（肝不全用）が該当する

浸透圧が高く、味はよくないが、タンパク質を含まないため、凝固にてチューブが閉
塞するなどの問題が起こりにくというメリットがある

成分栄養剤
窒素源がアミノ酸なので消化機能が低下していても吸収しやすい。
食物繊維や脂肪は含まれない。エレンタールが代表例

消化態と同様、浸透圧が高く、味はよくないが、タンパク質を含まないため、凝固によ
りチューブが閉塞するなどの問題が起こりにくいうメリットがあり。



誤嚥性肺炎の原因の一つ
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患者さんの体調や状態（臨床検査値や食事・排泄・睡眠・運動・
認知症様症状などの情報）を得る。

↓

これらの情報を元に、薬がそれらに影響していないかを、薬物
動態学や薬理学などの知識をフルに使いアセスメントする。

↓

そのアセスメントを医師、看護師、介護支援専門員らにフィード
バックする。

「体調チェックフローチャート」の活用（日本薬剤師会）

【２】薬が患者さんの病状、ADL、そしてQOLに悪
い影響を与えていないかアセスメントする。
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食事
食欲
味覚

嚥下状態
口腔内清掃
口渇
吐き気
胃痛
など

排泄
尿の回数、出具合
便の回数、出具合

汗（状態）
など

睡眠
睡眠の質、時間
日中の傾眠
不眠の種類

など

運動
ふらつき
転倒

歩行状態
めまい
振るえ
すくみ足
手指の状態
麻痺
など

※日本薬剤師会作成、「体調チェック・フローチャート」より

認知機能（せん妄、幻覚、見識障害、一過性健忘、抑うつ等）

主な体調チェックのポイント
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指導・伝達 患者
薬

効能、効果、注意点

もちろん重要、しかし・・・

薬の副作用や効能・効果、注意点を患者さんに伝える
ことが中心となってしまい、患者さんの状態を見逃す
可能性がある。

薬剤師の一般的な思考回路

「薬」が先に来る思考回路
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薬
薬効、副作用、相
互作用が影響して
いないか？

その答えと薬を結び
付けてみる

患者の暮らし

●患者そのものを見る

●食事、排泄、睡眠、運動、認
知機能などの状態を聞き取る

日常の暮らしの言葉から、
①患者の暮らしの質（ＱＯＬ）が守られているか
②薬の副作用などで暮らしが悪影響を受けていないか
を確認する。
また、薬以外にも様々な課題があると判明したときは、他職種と
連携を図り課題に対して取り組んでみる。

在宅や他職種との連携で求められる思考回路

「暮らし」が先に来る思考回路
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グループホームでの薬剤管理
～誤投薬を防ぐために～
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痛み日記で患者・家族・多職種が情報を共有
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高齢者の低栄養状態の臨床的問題点

高齢者の低栄養

筋タンパク質の減少

ＡＤＬの低下

経口摂取低下
（嚥下障害、摂食障害）

腸管粘膜の萎縮

全身感染症

誤嚥

誤嚥性肺炎

寝たきり状態

褥瘡

内臓タンパク質の低下（アルブミン）

免疫能の低下

感染症の増悪
悪性腫瘍の出現

低栄養の増悪（悪循環）

ＱＯＬの悪化・予後悪化（死亡）
健康寿命の短縮

椙山女学園大学生活科学部
加藤昌彦

食物繊維が大事

バクテリアトランスロケーション
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－ 嚥下内視鏡検査（ＶＥ）－
歯科医師による嚥下診断



TPN よりも ソフト食

誰だって、最期まで
食べたい！
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111
東京都健康長寿医療センターHPより http://www2.tmig.or.jp/spch/project3.html
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フレイルとサルコペニア

• フレイルの発見は、体力測定会（体重測定で
も可）や健康相談会、薬局店頭相談で可能

• 重度のフレイルは医療機関との連携が必要

• 多職種でフレイルを支える

113

薬局の役割は大きい



無菌調剤
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最近では、キット製剤があります！

無菌室が無くてもHPNの在宅医療に貢献できます！

無菌室や設備が無いのだけれど・・・・
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薬剤師の在宅訪問セット（例）

文房具：はさみ・クリップ・マジック・
ホチキス・スケール・のり・修正テープ

パルスオキシメーター
聴診器

血圧計

その他：ガーゼ・紙テープ・ディスポ手袋・
消毒用エタノールなど

iPad

在
宅
医
療
連
携

拠
点
事
業
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http://www.amazon.co.jp/NISSEI-%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B2%BE%E5%AF%86%E6%B8%AC%E5%99%A8%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%91-NISSEI-%E4%B8%8A%E8%85%95%E5%BC%8F%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E8%A1%80%E5%9C%A7%E8%A8%88-DS-500/dp/B002IR72KE/ref=sr_1_1?s=hpc&ie=UTF8&qid=1317347290&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/Welch-Allyn-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%B3-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB-28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B0052BH7PI/ref=sr_1_15?s=hpc&ie=UTF8&qid=1317347516&sr=1-15


在宅でのフィジカルアセスメント

血圧測定
脱水により、血圧上昇。その後輸液量
を増やしモニター。
同時に浮腫発現もチェック。

聴診
血圧変動による心音、在宅酸素使
用による呼吸音を聴診
パルスオキシメーターにより、SPO2
を確認
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フィジカルアセスメント
オピオイド使用時のバイタルチェック
在宅酸素使用時のバイタルチェック
がん患者の胸水・腹水の状況を確認
消化器がん患者のイレウスの早期発見
肺炎の早期発見

正常か異常かの判断が目的
そして、処方提案

等々これらは、速やかに処方変更しなければならない事がある。
即ち、処方医へ直ちに報告し、対策を検討する必要がある。
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医師だけではない！
介護支援専門員との連携が鍵

居宅療養管理指導は、

ケアプランが無くては成り立たない！

原則は、サービス開始前にサービス担当者会議が開催
されるのが原則

⇒薬剤師はサービス担当者会議に時間が合わず、

出席が難しい

しかし、医療は人道的に、行わなければならない時が
多い。

⇒ケアマネからのFAXや問い合わせには、最低

応答しよう！
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薬剤師が在宅でする仕事

• 薬のデリバリー

• 薬の整理；残薬

• 薬の管理；コンプライアンス、アドヒアランス、

ポリファーマシー

• バイタルチェック；体温、血圧、酸素飽和度、聴診

• 生活から薬；薬の効果、副作用のチェック、認知、フレイル、
ロコモティブシンドローム、褥瘡

• 情報の共有：連絡ノート、写メール、ICT

• 患者の家族や介護者の状況、生活全般の観察・・・レスパイト
ケア



主
治
医

介
護
支
援
専
門
員

医療と介護の目指す方向性と相関関係キュアとケアのバランス

歯科医

歯科衛生士

薬剤師

看護師

理学療法士

管理栄養士

作業療法士 言語聴覚士

社会福祉士

介護福祉士

介護士

保健師

行政職員

トータルヘルスプランナー

ＭＳＷ

キュア ケア
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バランス



医療とは？キュアとケアのバランス
医療とは、医術をもって病気を治す。

診る
診察

看る

世話をする

視る

調査する・分析する

CureからCareへのパラダイムシフト！

薬剤師

医師・歯科医師

看護師

分析化学者
として

医療とは、医術をもって病気を治す。しかし治せないならば、最期までその人らしく生きるこ
とを寄り添いながら支える事。

「物」“薬” から
「人」への医療



区
分
支
給
限
度
外

区
分
支
給
限
度
内

薬剤師 看護師

医
師
の
特
別
指
示
が
有

れ
ば
医
療
保
険
で
算
定

介
護
保
険
の

認
定
有

介
護
保
険

認
定
無

医
療
保
険



医師・歯
科医師か
らの指示

薬剤師訪問
訪問の意義・目的説明

薬局窓口で薬剤
師が疑問視

医師・歯科医師に情報提供
⇒訪問の必要性報告⇒訪問指示を出してもらう

B：薬局提案型

看護師、訪問介護員など多
くの医療・介護職、そして家

族からの相談

A：医師の指示型 D：多職種提案型

情報の共有＆問題点を相互認識

患者同意を得て
訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）開始

薬剤師が訪問して状況把握
⇒薬剤師介入の必要性があると判断⇒患者に訪問の意義・目的説明

ずっと訪問することだけをイメージせず、計画性を持って期間限定で訪問することも一考

情報の共有＆問題点を相互認識

介護支援専門員から
薬局への相談

C：介護支援専門員提案型

訪問薬剤（居宅療養）管理指導開始に至る４つのパターン



保険薬局の薬剤師

薬剤師

通院困難な在宅療養中の患者
（一部の居住系施設入居者にも訪問可）

②医師からの指示に基づき、

薬学的管理指導計画を策定
①訪問の指示、

および処方箋

⑥必要に応じて様々

な職種とも連携

④訪問後情報ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

→報告書の提出（医師、ケアマネ）

③薬歴管理、服薬

指導、服薬支援、薬剤
服用状況及び薬剤保
管状況の確認等の薬
学的管理指導を実施

⑤介護保険利用者ならば介護

支援専門員に連絡。ケアプラ
ンに記載してもらい、サービ
ス提供表をもらう

（区分支給限度外でも重要）

医
師
ま
た
は
歯
科
医
師

看
護
師
、
訪
問
介
護
員

P
T

、O
T

、ST
等

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

（介
護
支
援
専
門
員
）

訪問業務の流れ
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この様に、ケアプ
ランに無ければ、
居宅療養管理指
導は行えない！

127



128



サービス担当者会議で連携の真価が問われる!

平成２２年１月２７日

次
男

次
男
の
妻

本
人
９
４
歳

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
職
員

歯
科
医
師

主
治
医

薬
剤
師

訪
問
看
護
師

介
護
支
援
専
門
員

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
相
談
員 129
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施設で医師・施設長（看護師）・薬剤師で
ミニカンファレンス
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ICTを活用した情報共有システム
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ICTによる情報共有
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ネットとクラウドで情報共有
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患者を中心に医療・介護に直接かかわる
担当者が繋がり情報を共有するシステム
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リアルタイムで情報共有
できる！
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連携で褥瘡が改善へ



『在宅支援について』

・地域における薬剤師の役割を理解する

・訪問薬剤管理業務を知る

・在宅医療と医療・介護の保険制度を理解する

・地域におけるインフォーマルなサービスを知る
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介護保険法

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の
変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに
看護及び療養上の管理その他の医療を要する
者等について、これらの者が尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な保健医療サービス及び福
祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同
連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、そ
の行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
もって国民の保健医療の向上及び福祉の増
進を図ることを目的とする。
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介護保険法
第二条 

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に
関し、必要な保険給付を行うものとする。 

２ 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減
又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療と
の連携に十分配慮して行われなければならない。 

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置
かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事
業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われなければならない。 

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介
護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるように配慮されなければならない。 
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介護保険制度は平成12年に始まった





こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
！





介護保険は保険者が市町村



















区分支給限度とは

要介護度 利用限度額（月） 自己負担（月）
要支援１   50,320円   5,032円
要支援２ 105,310円 10,531円
要介護１ 167,650円 16,765円
要介護２ 197,050円 19,705円
要介護３ 270,480円 27,048円
要介護４ 309,380円 30,938円
要介護５ 362,170円 36,217円

＊居宅介護福祉用具購入費（年額10万円）、居宅介護
住宅改修費（同一住宅20万円）、居宅療養管理指導
は、上記区分支給限度額とは別に限度額が設定され
ている。
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居宅療養管理指導は介護保険
の訪問サービスに相当する



居宅療養管理指導

介護保険では、2種類の事業者がある
区分支給限度外である。
居宅介護支援計画は必要
医師・介護支援専門員・その他多職種との連携が必要
薬剤師は、対象者が介護認定されれば介護保険で請求

【制度上2つの事業所】
• 居宅療養管理指導事業者

要介護１、２、３、４、５対象
• 介護予防居宅療養管理指導事業者

要支援１、要支援２対象
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『在宅支援について』

・地域における薬剤師の役割を理解する

・訪問薬剤管理業務を知る

・在宅医療と医療・介護の保険制度を理解する

・地域におけるインフォーマルなサービスを知る
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フォーマルサービスとインフォーマルサービス
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近隣のボランティアが
山から竹を切ってきて
作成していただきまし
た！

恒例の朝市
診療所の敷地で
毎週行っています。

その他
囲碁の相手
うさぎの耳（傾聴ボ
ランティア）
ギター演奏
等々いろいろなイン
フォーマルサービス
が有ります



『在宅関連施設について』

・高齢者の在宅生活や在宅医療を支援する施設を知る

・介護保険関連施設の種類と役割を知る







高齢者施設の整理

175

高齢者向けの住まい

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護保険3施設

有料老人ホーム

（介護付き・住宅型）

グループホーム

ケアハウス

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

小規模多機能型居宅介護

老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

高齢者専用住宅

宅老所

高齢者向け有料賃貸住宅

高齢者住宅

未公認とみなされる場合があり、行
政からは嫌われる

地域で解釈がまちまち



176

509単位
377単位
345単位

509単位

560単位
415単位
379単位

【令和元年10月】



施設入居者への訪問の考え方

区分１５ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 (３)

在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老
人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいう。ただし、
「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額
を算定できる場合」（平成20年厚生労働省告示第128号）、「特別
養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（平成
18年3月31日保医発第0331002号）等に規定する場合を除き、患
者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療
所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医
療機関若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行って
いる場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(H26.3.5保医発0305第3号)

※次ページ参照
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居住系施設入居者への処方箋および訪問の考え方① 
 
 

 

○  一部の高齢者向けの住宅・施設の入所者に対する訪問薬剤管理指導は、 診
療   ・介護報酬上評価されない。 

 

 

施設の 種
類 

①介護老人保健 
施設 

②特別養護老人 
ホーム 

（介護老人福祉施設） 

③養護老人ホー 
ム 

④軽費老人ホーム 
（ケアハウス） 

 
根拠法 介護保険法 第８

条 

老人福祉法 第２０
条の５ (介護保険法

第 8条) 

老人福祉法 第２
０条の４ 

老人福祉法 
第２０条の６ 

配置基準 医師○ 薬剤師○ 医師○ 薬剤師× 医師○ 薬剤師× 医師× 薬剤師× 

在宅患者訪問薬 
剤管理指導料 

 
× ×※１ 

※２ 
×※１ 

 

○※3、４ 要介

護者等＝ 介護
保険適用 

 
その他＝ 医療
保険適用 

（医療保険）  （○）  

居宅療養 管理

指導費 

 
× 

 
× 

 
○ 

（介護保険） 
  

 

【※1】特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて（H18.3.31      保医発第 0331002 号（H22.3.30  保医発第 0330 第 2 改正）） 

【※2】末期の悪性腫瘍の患者には、医療保険で在宅患者訪問薬剤管理指導料等の訪問薬剤管理指導が算定可能 

【※3】軽費老人ホームＡ型（入所者が 50名以上）の場合は医師の配置が必要となるため在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。 

【※4】④⑤⑥⑦いずれの施設においても、居宅療養管理指導費とともに、医療保険における「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 
（及び麻薬管理指導加算）」、「在宅患者緊急時等共同指導料（及び麻薬管理指導加算）」は算定可能 178



【薬剤服用歴管理指導料】
 特別養護老人ホーム入所者に対して

行う場合 43点
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算定可

自宅、社会福祉施設、
障害者施設等で療養
を行う患者

居住系施設入居者
（医師もしくは薬剤師の配置
義務のある施設は不可）

算定不可

患者が、医師もしくは薬剤師の配
置が義務付けられている病院、
診療所、施設等に入院若しくは入
所している場合

現に他の保険医療機関もしくは
保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管
理指導を行っている場合

施設入居者への訪問の考え方まとめ
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特別養護老人ホームは、医療保険
のみ算定可（薬剤服用歴管理指導43点）



調剤報酬点数票（在宅関連）
項目 要件、算定上限 点数

薬剤服用歴管理指導
③特別養護老人ホーム入所者 43点

在宅患者訪問薬剤管理指導料
①単一建物患者 1人
②単一建物患者 2~9人
③単一建物患者 10人以上（①及び②以外）

月4回まで（末期の悪性腫瘍の患者等の場合は、週2回かつ月8回）まで

保険薬剤師1人につき週40回まで
650点
320点
290点

在宅患者オンライン服薬指導料 在宅患者訪問薬剤管理指導を月1回算定の患者、月1回まで、保険薬剤師1人につき週10回まで、
各加算および在宅患者重複投薬・相互作用防止管理料は算定不可

57点

麻薬管理指導加算
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児

100点
100点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
①計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変
②①以外

①と②合わせて月4回まで 500点
200点

麻薬管理指導加算
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児

100点
100点

在宅患者緊急時等協同指導料 月2回まで 700点

麻薬管理指導加算
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児

100点
100点

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 残薬調整以外、残薬調整 40点・30点

経管投薬支援料 初回のみ 100点

退院時共同指導料 入院中1回（末期の悪性腫瘍の患者等の場合は入院中2回）まで 600点



施設の在宅医療の算定まとめ

・介護保険3施設は、特別養護老人ホームは、
医療保険のみ算定可（薬剤服用歴管理指導43点）

・介護老人保健施設・介護療養型医療施設は算定不可
・老人ホーム・高齢者施設の入居者は、基本介護保険の
要介護認定若しくは要支援認定なので、介護保険で算
定する



『在宅関連施設について』

・高齢者の在宅生活や在宅医療を支援する施設を知る

・介護保険関連施設の種類と役割を知る（介護保険サービス全般）
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居宅サービス（訪問サービス）
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訪問介護

介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問
して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事
を行うサービスです。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、
日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う
自立支援のためのサービスです。
生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理な
ど日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障
害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な
場合に行われるサービスです。

訪問入浴介護

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が
利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行う
サービスです。



居宅サービス（訪問サービス）
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訪問看護

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、
療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。
また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い
方を提案します。

訪問リハビリテーション

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、
利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療
法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

居宅療養管理指導

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬
剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、
助言等を行うサービスです。また、ケアマネジャーに対して、ケアプラン
の作成に必要な情報提供も行います。



居宅サービス（通所サービス）

189

通所介護（デイサービス）

日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、
食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や
生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、
利用者の心身機能の維持向上と、利用者の
家族負担の軽減を図ります。

通所リハビリテーション（デイケア）

介護老人保健施設や診療所、病院等の医療機関において、
日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他
必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復
を図るサービスです。



居宅サービス（短期入所サービス）
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短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所
してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上
の支援や機能訓練などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとっても、
自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を
図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、
出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

短期入所療養介護

介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、
医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、
日常生活上の支援などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとっても、
自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図る
ことができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、
出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。



居宅サービス
（特定施設入居者生活介護）
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介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが、
入居している利用者に対して入浴・排せ
つ・食事等の介護、その他必要な日常生
活上の支援を行います。
対象者：要介護１以上の認定を受けた方



居宅サービス（その他）
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福祉用具貸与
利用者の日常生活における自立支援や

介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は
重要な役割を担っています。

特定福祉用具販売
利用者の日常生活における自立支援や

介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
福祉用具販売では、その用途が
「貸与になじまないもの」である用具の販売
を行っています。

住宅改修
在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改

修を行うサービスです。利用者だけではなく周りで支える家族の意見も踏
まえて改修計画を立てていきます。
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施設サービス
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための
施設です。入所により、入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理、
療養上の世話などが受けられます。介護老人福祉施設は、老人福祉法では、特
別養護老人ホームと呼ばれています。また、定員29人以下の小規模で運営される
地域密着型介護老人福祉施設もあり、少人数の入所者に対して介護老人福祉施
設と同様のサービスを提供します。
なお、要支援1または要支援2と判定された方は、利用することはできません。

介護老人保健施設（老健）

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復
帰を目指す施設です。
利用者の状態に合わせたサービス計画に基づき、医学的管理のもとで、看護、
リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併
せて受けることができ、夜間でも安心できる体制が整っています。
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施設サービス

介護療養型医療施設

急性疾患の回復期にある方や慢性疾患を有する方のために、介護職員が手厚
く配置された医療機関（施設）です。病状は安定していても自宅での療養生活は
難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハ
ビリテーションなどを受けることができます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に較べて、医療や介護の必要度が
高い方を対象にしています。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連
携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。
１つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、
訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービス
を提供する「連携型」があります。

夜間対応型訪問介護

夜間において、①定期的な巡回による訪問介護サービス、②利用者の
求めに応じた随時の訪問介護サービス、③利用者の通報に応じて調
整・対応するオペレーションサービスを行います。

地域密着型サービス
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地域密着型サービス

認知症対応型通所介護

老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどにおいて、通
所してきた認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護
や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練（リハビリテー
ション）等を行います。

小規模多機能型居宅介護

通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪
問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日
常生活上の世話、機能訓練（リハビリテーション）を行います。
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地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事
等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。
少人数（5人～9人）の家庭的な雰囲気の中で、できる限り自立した生
活が送れるようになることを目指します。

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の有料老人ホーム、養護
老人ホーム、軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して入
浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行いま
す。
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地域密着型サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入
浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上
の世話を行います。

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人
ホーム、軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して入浴・排せ
つ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。

複合型サービス

複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて、1つの事業所が
一体的に提供します。現在は「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」
の組み合わせが提供可能なサービスとして定められており、要介護度が高
く、医療的なケアを必要とする人が、住み慣れた家や地域で安心して生活
することが可能になります。



地域密着型サービス



在宅医療
やればできる！
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